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はじめに 
 

 

 本報告書は、災害ボランティアセンターの実態や課題把握のために行ったもの

であり、次に発生する災害の際のすみやかな対応や課題解決の一助となれば幸い

です。 

 

なお、調査にあたりましては、災害ボランティアセンターの設置・運営に関わ

った県・市町社会福祉協議会の方々、関係者の方々にご回答いただきました。 

また、多忙の折、連絡等に全国社会福祉協議会のご協力をいただきましたこと

を感謝申し上げます。 
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         Ⅰ．災害ボランティアセンターに関する調査概要 
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Ⅰ．災害ボランティアセンターに関する調査概要 
 

１．調査概要 

 

内閣府は、平成 20 年度＊設置された災害ボランティアセンター（以下、センターとする）を対象に

設置状況等について、その現状把握や課題を把握するために、各センターの主体と考えられる社会福

祉協議会に、調査票による調査を実施した。対象は全国社会福祉協議会からの聞き取りによる。1 

 

 

 

 

２．平成 20 年度＊に設置された災害ボランティアセンター 

 

 平成 20 年度＊に設置された災害ボランティアセンターについて、センターの正式名称、該当災害名、

設置期間等を聞いたところ、表 1－1 のとおりであった。概要は次のとおりである。 

 

都道府県レベルでは、平成 20 年 7 月大雨災害により、石川県において「災害対策ボランティア本部」

が設置された。 

市区町村レベルでは、6 市 1 町において計 7 センターが設置された。 

 

＊この調査で対象としている「災害ボランティアセンター」とは、次のとおりである。 

「例えばボランティア希望者を受け付け、災害後に住民の方からのニーズやセンターの発意等に基

づき、避難所支援や、復旧活動等を仲介する仕組みを指します。名称にこだわらず、幅広い概念でと

らえて」います。 

                              
＊ 本調査では、平成 19 年度（平成 20 年 2 月）に発生した「平成 20 年富山県高波災害」による災害も対象とした。 

実施期間 平成 20 年 3 月 5 日～3 月 19 日 

対  象 平成 20 年度設置された災害ボランティアセンターおよび 

     平成 20 年富山県高波災害（平成 20 年 2 月）により設置された災害ボランティ

アセンター 

調査方法 担当部局への郵送による送付（全国社会福祉協議会、センターが設置された都

道府県社会福祉協議会の協力を得る）FAX および郵送による回収 

回  収 都道府県レベル 1 センター中 1 センター（100％） 
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■表 1-1 平成 20 年度設置・運営が確認された災害ボランティアセンター一覧 

（センター設置順） 

 都道府県 市区町村 正式名称 活動期間 災害名 

1 富山県 入善町 入善高波災害ボランティアセンター H20/2/26(火)-3/3(月) 
平 成 20 年 富 山 県 

高波災害 

2 宮城県 栗原市 栗原市社会福祉協議会災害対策本部 H20/6/14(土)-7/3(木) 「平成 20 年（2008 年）

岩手・宮城内陸地震」

災害 
3 岩手県 奥州市 

奥 州 市 社 会 福 祉 協 議 会 災 害 救 援 ボラ

ンティアセンター 
H20/6/18(水)-7/31(木) 

4 石川県 --- 災害対策ボランティア本部 H20/7/28(月)-8/8(金) 
平成 20 年「7 月 28 日

からの大雨」災害 
5 石川県 金沢市 金沢災害ボランティアセンター H20/7/29(火)-10/10(金) 

6 富山県 南砺市 南砺市ボランティアセンター現地対策室 H20/7/30(水)-8/3(日) 

7 愛知県 岡崎市 岡崎市防災ボランティア支援センター H20/8/29(金)-9/7（日） 「平 成 20 年 8 月 末

豪 雨 」災 害  8 愛知県 名古屋市 名古屋市災害ボランティアセンター H20/9/1(月)-9/12(金) 

（Ｈ21/3/19 時点） 

 

 災害別にみたセンターの設置数、地域は、図 1-1、図 1-2 のとおりであった。 

 

■図 1-1 災害別にみたセンターの設置数 

 

1

1

2

2

2

0 5

平成20年富山県高波災害

「平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震」災害

平成20年「7月28日からの大雨」災害

「平成20年8月末豪雨」災害
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（H21/3/19 時点） 
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■図 1-2 センターの設置された地域 
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【地域】

都道府県レベル

市区町村レベル
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都道府県レベルのセンターは、平成 20 年 7 月大雨災害によって石川県に設置されたセンターで

ある。 

 

図 1-2 における「地域」は、次の通り整理した。 

 

地  域 都 道 府 県 

北海道 北海道 

東 北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関 東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 

中部・北陸 富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、新潟県

近 畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中 国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

四 国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

（下線は、今回の調査でセンターの設置が確認された都道府県） 

 

 

（H21/3/19 時点） 
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     Ⅱ．平成 20 年度＊に設置された災害ボランティアセンター 

 

（全体編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（＊本調査では、平成 19 年度（平成 20 年 2 月）に発生した、「平成 20 年富山県高波災害」による災害も対象とした。） 
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Ⅱ．平成20年度＊に設置された災害ボランティアセンター 

（＊本調査では、平成 19 年度（平成 20 年 2 月）に発生した「平成 20 年富山県高波災害」による災害も対象とした。） 

 

１．設置されたセンターの概要 

 

（１）センター設置の理由 

 

センターを設置した理由について、問 1-1（8）のとおり聞いたところ、次のとおりであった。 

 

問 1-1（8） センターの設置に至った理由をお答えください。（例：住民ニーズ、外部ボランティアからの要

望、ボランティアの問合せが多数になり役場で対応できなくなったため、など） 

 

 

ａ．取り決めがあった 

・ 大雨災害対策本部設置による。  

 

ｂ．行政の要請 

・ 災害対策本部からの要請。 

・ 行政センターより災害ボランティアの要請を受け、市、市社協、県社協と協議。 

・ 被害状況からボランティアによる復興支援が必要であると市が判断したため。  

 

ｃ．ニーズ把握、連絡調整のため 

・ 被災した地域住民、特に災害弱者、災害時要援護者となりやすい一人暮らし高齢者や高齢者

世帯に対する具体的な復興支援方策を推進するため。 

・ 地震による被害が大きかったため。 

・ 被災状況からボランティアニーズが多数入ることが予想されたため。 

・ ボランティアを広く募集する必要はなかったものの、被災者のニーズを受け付ける窓口があ

ることを広く市民に知らせる必要があると思われたため。 
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（２）センターを設置した主体 

 

どのような団体がセンターを設置・運営したかについて、問 1-1（9）のとおり聞いたところ、図 2-1

のとおりであった。 

 

問 1-1（9） センターの立上げ・運営にあたった個人名あるいは団体名をお答え下さい。（例：「○○町社

会福祉協議会」、「NPO 法人○○○」など） 

※立上げに、ボランティア団体などの複数の主体が関わった場合、その役割分担など構成に

ついてもお答え下さい。 

 

 

■図 2-1 センターの設置団体の属性 

 

1

1

2

4

0 5 10

社会福祉協議会

社会福祉協議会と行政

社会福祉協議会とNPO、ボランティア団体

社会福祉協議会と行政とNPO、ボランティア団体

NPO他

単位：センター数

・都道府県域＝1

・市区町村域＝7

都道府県域

市区町村域

（センター数）【災害ボランティアセンターの設置主体】

 

 

すべてのセンターが、「社会福祉協議会（以下、社協とする）」を含んだ回答であった。また「社協」

単独よりも「ＮＰＯ・ボランティア団体」、「行政」等と協働で設置するケースが多かった。  

センター長は、いずれも社協の会長などの関係者であった。  

また、１つを除く全てで、県内外の「ＮＰＯ・ボランティア団体」等と協働してセンターを設置・

運営している。  
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（３）センター運営スタッフ 

 

センターの運営は、社協職員や行政職員などの専従職員を中心に行われるケースが多い。当該市町

村の職員に限らず、近隣や同じ都道府県内の社会福祉協議会職員が派遣される場合もある。また、専

従職員に限らずボランティアのスタッフが関わっていることが多く見られる。 

 

 センターの運営スタッフ数について、立上げ時、ピーク時、閉鎖時それぞれの概数を、問 1-1（6）

のとおり聞いたところ、図 2-2～図 2-4 のとおりであった。 

 

問 1-1（6） 設置（立上げ）時、最大（ピーク）時、閉鎖時におけるセンターの職員・ボランティアスタッフそれ

ぞれの概数をお答え下さい。 

 

 

■図 2-2 立上げ時のセンタースタッフ数（専従スタッフとボランティアスタッフの合計） 
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単位：センター数

・都道府県レベル＝1
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市区町村レベル

 

 

 

立上げ時におけるスタッフは「10～19 人」が全体の半数の 4 センターあった。 

今回の調査では、全てのセンターが 30 人未満で立上げている。 

 

（センター数） 

（センタースタッフ規模） 

【立上げ時】 
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■図 2-3 ピーク時のセンタースタッフ数（専従スタッフとボランティアスタッフの合計） 
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 ピーク時におけるセンタースタッフ数は、10～99 人で規模によって差が見られる。 

 

■図 2-4 閉鎖時のセンタースタッフ数（専従スタッフとボランティアスタッフの合計） 
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 閉鎖時におけるセンタースタッフ数は、立上げ時と同様に「10～19 人」が も多く、１つのセンタ

ーを除き 20 人未満で運営されていた。 

（センター数） 

（センター数） 

（センタースタッフ規模） 

（センタースタッフ規模） 

【ピーク時】 

【閉鎖時】 
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（４）センターの運営日数（活動期間） 

 

 センターの運営日数について聞いたところ、図 2-6、表 2-1 のとおりであった。 

 

■図 2-6 センターの運営日数 
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（～1週間）

8～14日間

（1～2週間）
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28日～

（4週間～）

単位：センター数
・都道府県レベル＝1

・市区町村レベル＝7

都道府県レベル

市区町村レベル

 

■表 2-1 センターの運営日数 

（センター設置順） 

都道府県 名称 活動日数 活動期間 災害種別

富山県 入善高波災害ボランティアセンター 7 日間 H20/2/26(火)-3/3(月) 風水害 

宮城県 栗原市社会福祉協議会災害対策本部 20 日間 H20/6/14(土)-7/3(木) 地震災害

岩手県 奥州市社会福祉協議会災害救援ボランティアセンター 44 日間 H20/6/18(水)-7/31(木) 地震災害

石川県 災害対策ボランティア本部 12 日間 H20/7/28(月)-8/8(金) 風水害 

石川県 金沢災害ボランティアセンター 43 日間 H20/7/29(火)-10/10(金) 風水害 

富山県 南砺市ボランティアセンター現地対策室 5 日間 H20/7/30(水)-8/3(日) 風水害 

愛知県 岡崎市防災ボランティア支援センター 10 日間 H20/8/29(金)-9/7（日） 風水害 

愛知県 名古屋市災害ボランティアセンター 12 日間 H20/9/1(月)-9/12(金) 風水害 

（Ｈ21/3/19 時点） 

 活動期間が 1 週間以下のセンターが 2 つ、1～2 週間のセンターが 3 つ、2～4 週間のセンターが 1

つ、4 週間以上のセンターが 2 つあり、それぞれ活動日数に開きがあった。また、センター閉鎖後、

市町社会福祉協議会が通常業務の中で、引き続き支援をしているケースがあった。 

（センター数） 
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（５）自治体との連携 

 

 センターと自治体との連携内容について問 1-2 のとおり聞いたところ、図 2-7 のとおりであった。 

 

問 1-2 センターと自治体との連携内容についてお聞きします。下記の中から該当するすべての番号をご

記入下さい。（複数回答可） 

1）災害対策本部の会議に災害ボランティアセンター関係者が出席した 

2）被災者のニーズに関する情報交換（電話やＦＡＸなどによるやりとり） 

3）ボランティア活動に対する物資支援 

4）センターの運営支援（運営ノウハウや人員の提供等） 

5）ボランティア活動に対する資金援助 

6）自治体の地域防災計画の中にボランティアに関する記述がある 

7）その他（連携の内容をお書きください） 

 

 

■図 2-7 自治体とセンターの連携内容 

 

87.5%(7)

62.5%(5)

62.5%(5)

37.5%(3)

25%(2)

25%(2)

25%(2)

0% 25% 50% 75% 100%

2)被災者のニーズに関する情報交換

3)ボランティア活動に対する物資支援

6)自治体の地域防災計画の中にボランティアに関する記述がある

1)災害対策本部の会議に災害ボランティアセンター関係者が出席

4)センターの運営支援

5)ボランティア活動に対する資金援助

7)その他

複数回答有

( )内はセンター数

全センター数＝8

(全センターに対する割合)

【連携内容】

 
 

 センターと自治体との連携は、「2)被災者のニーズに関する情報交換」が も多く、8 センター中 7

センターが行っている。また、「3)ボランティア活動に対する物資支援」を行っているセンターは全体

の半数以上であった。 

 「6)自治体の地域防災計画の中にボランティアに関する記述がある」センターは前提の半数以上で

あった。  

その他の連携内容としては、「ボランティアの移動手段の確保」、「センターの設置主体が行政である」

となっている。  
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（６）ボランティア活動者数 

 

 センターを通じて活動した、ボランティア活動者数を問 1-3 のとおり聞いてみたところ、図 2-8 お

よび表 2-2 のとおりであった。 

 

 

問 1-3 センターを通じて活動したボランティア活動者数や活動内容についてお答えください。 

 

■図 2-8 ボランティア活動者数の、のべ人数（市区町村レベルのみ） 
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2

4

6
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9人

10～

49人

50～

99人
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499人

500～

999人

1,000～

1,999人

2,000～

4,999人

5,000～

9,999人

10,000人以上

単位：センター数

・市区町村レベル＝7

 

 

 

■表 2-2 ボランティア活動者数の、のべ人数（市区町村レベルのみ） 

（センター設置順） 

都道府県  名 称  活動者（のべ人数） 活動日数  1 日平均  災害種別

富山県 入善高波災害ボランティアセンター のべ   1,129 人  7 日間 161 人／日 風水害 

宮城県 栗原市社会福祉協議会災害対策本部 のべ   1,004 人  20 日間 50 人／日 地震災害

岩手県 
奥州市社会福祉協議会災害救援ボランテ

ィアセンター 
のべ    417 人  44 日間 9 人／日 地震災害

石川県 金沢災害ボランティアセンター のべ   2,157 人  43 日間 50 人／日 風水害 

富山県 南砺市ボランティアセンター現地対策室 のべ    717 人  5 日間 143 人／日 風水害 

愛知県 岡崎市防災ボランティア支援センター のべ   1,900 人 10 日間 190 人／日 風水害 

愛知県 名古屋市災害ボランティアセンター のべ    354 人 12 日間 30 人／日 風水害 

 

（センター数） 

（ボランティア活動者数） 
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 センターでのボランティア活動者の受付のべ人数は、 も多いセンターで 2,157 人であった。 

1 日あたりの平均で見ると、 も多いセンターが 190 人で、 も少ない 9 人と比べて大きな開きが

あった。 

 なお、この問では「センターを通じて活動したボランティア活動者数」としているため、センター

の受付を通らずに活動した数は含んでいない。都道府県レベルのセンターについては、都道府県レベ

ルのセンター単独での受付を行っていないか、あるいは、市区町村レベルのセンターの集計との重複

が不明であるため除外した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動の内容について、自由回答形式で聞いたところ、表 2-3 のとおりであった。 

■表 2-3 ボランティア活動内容 

分 類 活 動 内 容    （ ）内数字は回答数 

避難生活の 

支援関係 

・ ボランティアセンター運営支援 

・ 第一次・二次・三次仮設住宅設置による引っ越し 

・ 心のケア活動 

・ 話し相手 

・ 避難所ヘルパー同行 

・ 避難所ボランティア癒しマッサージ 

・ 子供の遊び相手 

・ 足湯 

家屋等の 

片づけ関係 

・ ボランティアセンター運営支援 

・ 家屋の砂、泥出し（4） 

・ 家具等の移動、廃棄等（4） 

・ 家屋、被災地域の清掃、消毒（3） 

・ 畳の上げ下ろし（2） 

・ 床下の泥出し（2） 

※注意点…この表に掲げられたボランティア活動の中には、「心のケア活動」や「家具

等の移動、廃棄等」など、専門性を要する分野や危険が伴う等、本来行政の

責務として行うべきものも含まれています。 

 

コラム 「ボランティア活動者数」について 

ボランティア活動者数は、 

1） ボランティア保険の登録等のためにセンター窓口で受付をした総数 

（いわゆるボランティア登録者数） 

2） 複数日活動したものを名寄せによって重複を取り除いた数 

3） 日単位で実際に現場に派遣され活動を行った者ののべ人数 

等があるため、数値の比較の際には注意を要する。 
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２．センターの立上げ・運営にかかる資金について 

 

 災害ボランティアセンターの立上げや運営に使うことのできる資金としては、当該都道府県・市区

町村や都道府県・市区町村社協の通常経費に加え、都道府県・市区町村や都道府県・市区町村社協が

設置したボランティア基金等がある。  

 また、災害後の応急対応としては、共同募金による災害支援制度※が適用されることも多い。その

他、青年会議所など地域団体からの寄付金やボランティア団体、民間企業、財団等からの寄付金があ

るケースもある。  

 センターの運営の資金確保のために活用できる制度としては、都道府県共同募金会の災害支援制度

や自治体独自の基金制度がある。 

 

  ※参考：「災害支援制度」（赤い羽根募金 災害ボランティア・市民活動支援制度） 
  

・市町村規模若しくはそれに相当するボランティアセンター、ボランティア団体に 300 万円以内の支援資

金額の交付を申請できる。 

・災害ボランティアセンター及び都道府県社会福祉協議会並びに日本赤十字社支部が中核となり県段階の

活動拠点事務所を設置したときは、特に認められる場合、必要とする資金を支援する。 

（中央共同募金会ホームページ http://www.akaihane.or.jp/saigai/standard.html に基づき作成） 

 

 

 

 センターにかかる経費について、「立上げ時」「運営時」に分けて聞いた。  

 

（１）センター立上げに使われた資金額 

 

 まず、センターの立上げ時に要した資金とその調達先について問 2-1のとおり聞いたところ、図 2-9、

図 2-10 のとおりであった。 

 

問 2-1 センターの「初動時」の資金について、すべての調達先とその金額（概数）をお答えください。 

（調達先） 1)市区町村社会福祉協議会のボランティア基金 2)市区町村社会福祉協議会の 1)以外の費目 

3)都道府県社会福祉協議会のボランティア基金 4)都道府県社会福祉協議会の 2)以外の費目 

5)都道府県のボランティア基金   6)都道府県の 5)以外の費目（通常経費など） 

7)市区町村のボランティア基金   8)市区町村の 7）以外の費目（通常経費など） 

9)共同募金会の助成金等   10)青年会議所など地域団体からの寄付金等 

11)地域外のボランティア団体の資金  12)民間企業からの寄付金 

13)その他（財団・諸団体等からの寄付金等）            ※ 9）～13)の場合は、調達先の名称もお答えください 

 14)（災害時以前より運営されていた）災害ボランティアセンター自身の活動基金等 
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■図 2-9 立上げ時の資金額（無回答・不明を除く） 

1 1
0

5

10

0円 1～

9万円

10～

19万円

20～

29万円

30～

39万円

40～

49万円

50～

99万円

100～

199万円

200～

299万円

300～

499万円

500～

999万円

1000万円

以上

都道府県レベル

市区町村レベル

単位：センター数

・都道府県レベル＝0
・市区町村レベル＝2

 

 

 センターの立上げ時にかかった資金総額は、10 万円未満が 1 センター、200～300 万円が 1 センター

あった。 

 

■図 2-10 立上げ時の資金調達先（無回答・不明を除く） 

1

1

0 3 6

1)市区町社会福祉協議会のボランティア基金

2)市区町社会福祉協議会の 1)以外の費目

3)都道府県社会福祉協議会のボランティア基金

4)都道府県社会福祉協議会の 3)以外の費目

5)都道府県のボランティア基金

6)都道府県の 5)以外の費目

7)市区町村のボランティア基金

8)市区町村の 7)以外の費目

9)共同募金会の助成金等

10)青年会議所など地域団体からの寄付金等

11)地域外のボランティア団体の資金

12)民間企業からの寄付金

13)その他（財団・諸団体等からの寄付金等）

14)災害ボランティアセンター自身の活動基金等

単位：センター数

・都道府県域＝0

・市区町村域＝2

市区町村域

複数回答有

 

  

立上げ時の資金は、関係各団体が立替ていたセンターもあった。 

 

（センター数） 

（センター数） 

【立上げ時】 
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（２）運営に使われた資金額 

 

 次に、センター立上げ時と同様に、運営時にかかる資金とその調達先について聞いたところ、図 2-11、

図 2-12 のとおりであった。 

■図 2-11 運営時の資金額（無回答・不明を除く） 
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 センターの運営時にかかった資金総額は、100～200 万円未満が 4 センター、300～400 万円が 1 セン

ターあった。 

■図 2-12 運営時の資金調達先（無回答・不明を除く） 

1

1

1

4

1

0 3 6

1)市区町社会福祉協議会のボランティア基金

2)市区町社会福祉協議会の 1)以外の費目

3)都道府県社会福祉協議会のボランティア基金

4)都道府県社会福祉協議会の 3)以外の費目

5)都道府県のボランティア基金

6)都道府県の 5)以外の費目

7)市区町村のボランティア基金

8)市区町村の 7)以外の費目

9)共同募金会の助成金等

10)青年会議所など地域団体からの寄付金等

11)地域外のボランティア団体の資金

12)民間企業からの寄付金

13)その他（財団・諸団体等からの寄付金等）

14)災害ボランティアセンター自身の活動基金等

単位：センター数

・都道府県域＝1

・市区町村域＝5

都道府県域

市区町村域

複数回答有

 

運営時の資金調達先は、共同募金会の助成金が多かった。 

また、社協や都道府県のボランティア基金、財団・諸団体等からの寄付、助成金を活用したセンタ

ーがあった。 

（センター数） 

（センター数）

【運営時】 
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（３）立上げ・運営に使われた資金総額 

 

 センター立上げ時・運営時の資金の合計額は図 2-13、調達先の組合せは表 2-4 のとおりである。 

 

■図 2-13 立上げ時・運営時に使われた資金総額（無回答・不明を除く） 
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■表 2-4 資金調達先の組合せ（無回答・不明を除く） 

 

センター 共同募金 寄付金 
社協の 

基金 

社協の 

通常経費

自治体の 

基金 

A －● －－ －－ ○－ －－ 

B －● －－ －－ －－ －－ 

C ○－ －－ －－ －－ －－ 

D －● －● －● －－ －● 

E －－ －● －－ －－ －－ 

○ （立上げ時） 1 0 0 1 0 

● （運営時） 3 2 1 0 1 

 

 

 資金調達先は様々であるが、立上げ時、運営時いずれにおいても も多かった調達先は「共同募金」

であった。 

立上げ時のみ資金調達を行ったセンターは 1 つ、運営時のみ資金調達を行ったセンターは 3 つ、立

上げ時、運営時双方で資金調達を行ったセンターは 1 つであった。 

なお、資金について不明のセンターは追加調査中である。 

 

（センター数） 

【立上げ時＋運営時】 
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３．センター設置・運営に関するマニュアル等（運営規則など）について 

 

 センター設置運営に関するマニュアル等（運営規則など）について、問 3-1 のとおり聞いてみたと

ころ、図 2-14 のとおりであった。 

 

問 3-1 センター設置・運営にあたり、事前にマニュアル等は存在しましたか。 

 

 

■図 2-14 マニュアル等の活用について 

作成し活用した

38％（3）

作成していなかった

62％（5）

 

事前にマニュアルを作成し活用したセンターは 8 センター中 3 センター、38％であった。 

 

なお、内閣府では、災害現場で活動しているボランティア活動者が集まり、防災ボランティア活動

の環境整備について意見交換する「防災ボランティア活動検討会」を行っており、その議論を通じて

センター立上げ、および、運営の円滑化のための「防災ボランティアの情報・ヒント集」を整備し、

ホームページ＊で公開しているところであるが、その存在を認知していたのは、都道府県レベルでは

1 センター中 1 センター（100％）、市区町村レベルでは 7 センター中 1 センター（14％）であった。 

 

＊「防災ボランティアの情報・ヒント集」ホームページ http://www.bousai-vol.jp 

 

（ ）内はセンター数 
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４．自治体との平時からの連携について 

 

 センターと自治体との平時からの連携について、問 4-1 のとおり聞いたところ、図 2-16 のとおりで

あった。 

 

問 4-1 平常時に、センターの設置やボランティア希望者の受付・配分等を視野に入れた「防災訓練」を

実施していますか。 

 

 

■図 2-16 センターの設置等を視野に入れた防災訓練の実施の有無 

している

75%（6）

していない

25%（2）

 

 

センターの設置等を視野に入れた防災訓練を実施しているのは 8 センター中 6 センター、75％であ

った。 

訓練を実施している 6 センターのうち 4 センターが町内会やボランティア連絡会等自治体以外の組

織と連携して訓練を行っており、その内容は、災害ボランティアセンター設置・運営訓練や図上シミ

ュレーション訓練を行っている。 

（ ）内はセンター数 
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 防災を目的とした自治体とボランティア団体等との連携の場の設置について、問 4-3 のとおり聞い

たところ、図 2-17 のとおりであった。 

  

問 4-3 防災を目的として、自治体とボランティア団体等との連携の場（協議会、連絡会議など）を設置し

ていますか。（設置されている場合、その構成員と事務局となる主体をご記入ください。） 

 

 

■図 2-17 防災を目的とした自治体とボランティア団体等との連携の場・設置の有無 

設置している

37.5%（3）

設置していない

50.0%（4）

わからない

12.5%（1）

 

 

 協議会などの行政とボランティアの連携の場づくりは、次の例があった。  

 

・石川県「石川県災害対策ボランティア連絡会」  

事務局：「財団法人石川県県民ボランティアセンター」 http://www.ishikawa-npo.jp/volunteer/ 

 

・名古屋市「＊＊＊＊」  

事務局：「名古屋市市民経済局地域振興課」 http://www. 

 

・岡崎市「＊＊＊＊」 

事務局：「岡崎市社協社会福祉協議会」 http://www. 

（ ）内はセンター数 
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５．自由意見 

 

 災害ボランティアセンター立上げ・運営に関して自由意見を聞いたところ、次のとおりであった。 

 

 達成できた点として、初めての立上げることになったセンターが、ネットワークの組織化、研修に

よってスムーズに行動がとれた例があった。 

 反省点としてあげられたのは、センターと他組織、団体との連携がうまくとれなかった点やボラン

ティアの確保などがあった。 

 

達成できた点 

ａ．初めての立上げだったが、災害救援ボランティアネットワークを組織化し、災害ボランテ

ィア研修会（立上訓練や講演会など）を行ってきたことにより、比較的スムーズに活動で

きた。 

ｂ．全国のＮＰＯ等から物資をはじめ、心強いアドバイスを得ることができた。 

ｃ．ＰＣの住宅地図ソフト、カーナビゲーションが役に立った。 

 

達成できなかった点 

ｄ．町との連携や役割分担の明確化が不十分だった。 

ｅ．災害本部、行政、他団体等との連絡調整が上手くとれなかった。 

ｆ．ボランティアを一般募集せず、本来、災害ボラセン運営の担い手となる市内の災害ボラン

ティア団体が自ら現地活動の担い手となったが、平日など人数の集まりが悪い日もあった。 

 

今後に向けて 

ｇ．住民の心のケアに重点を置いた活動、スタッフに対するケア。 

ｈ．平時からの関係各機関との連携づくり。 

ｉ．マニュアルが作成されていたが、実際にどこまで活かせたかを検証。また、様式等の改善

を含め見直しを進める。 

ｊ．電話回線の設置、ボランティアと悪徳業者との区別・見分け、活動資材の備蓄、行政・災

害対策本部との情報の共有化、災害ボランティア支援センターの認知度を上げる、マスコ

ミ対応、マニュアルの策定、ニーズキャッチの方法等の課題整理、解決。 

ｋ．大規模災害発生時のセンター運営体制確保のため、さらなるボランティアの発掘・養成に

継続的に取り組む。 
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